
連 携

支 援

＜現 状＞ ＜今後の基本的な考え方＞

小・中学校等の教員や保護者への
相談・支援等地域の特別支援教育
のセンター的役割を担う学校
※現行５障害種は維持しつつ、障害の枠にとらわ
れない学校

盲学校
（０．０１％）

聾学校
（０．０３％）

養護学校
（０．４２％）

・知的障害
・肢体不自由
・病弱

特別支援学校（仮称）

（例）
・ 知的障害 ＋ 肢体不自由部門
・聴覚障害部門のみ

小学校

中学校

高校

障害の程度が比較的重い児童生
徒に対して、障害の種類ごとに
別々の学校

※全就学児童生徒のうち０．４６％が在籍

保育所

福祉 医療

大学 労働

幼稚園

特別支援学校

障害の重度・
重複化

対象児童生徒
の増加

基本的な
考え方の転換

特別支援学校



特殊学級等やＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等（以下、「ＬＤ等」とする。）の児童生徒が通
常の学級に在籍したうえで、その必要に応じ、指導等を受ける特別支援教室（仮称）の
構想が目指しているシステムの実現を目指す。

ＬＤ・ＡＤＨＤを含まず、６障害種を対象

通級による指導

通常の学級

６障害種に加え、
ＬＤ等を対象

ＬＤ等を対象

巡回による指導 通級による指導

６障害種（言語障害 情緒障害
視覚障害 聴覚障害 肢体不自由
病弱・身体虚弱）

LD等

交流及び
共同学習の
推進

７障害種（知的障害 言語障害 情緒障害 視
覚障害 聴覚障害肢体不自由 病弱・身体虚
弱）を対象

指導及び支援の充実

特殊学級

通常の学級 ６障害種LD等

７障害種を対象特殊学級

現行制度

現行制度の弾力化
特別支援教室（仮称）制度の検討

特別支援教室（仮称）の構想の実現へ

○研究開発学校の活用
による先導的取組

○固定式学級の機能
維持

○教員の専門性向上

○「学級」編制を基本と
する教職員配置シス
テムとの関連


